
２０２５年度全般的執行方針（案）
「大阪の障害者雇用のすそ野を広げていきましょう」
理事　　小澤　公嗣

今年度は理事改選期ということで、当認定NPO法人の今後の活動のあり方についてあらためて考えるべく、昨年12月以来、理事会において検討を重ねてきました。その結果、これまでの活動指針を引き続き掲げつつ、『大阪の障害者雇用のすそ野を広げていく』ことをテーマに、その中でわたしたちに求められていること、わたしたちが果たすべきことを新たに見つけ、拾い上げていくことを意識した活動に取り組んでいくことになりました。
　
法人全体としては、
1 「オールモスト大阪」体制の基盤づくり

2 教育事業部、広報事業部の新設

3 理事会（定例会）運営方法の見直し
に早速取り掛かることとし、
各事業部においては、
1 一般企業（とりわけ法定雇用率未達企業・雇用ゼロ企業）の参画を視野に入れた取組み

2 各事業部運営体制の拡充、協力（⇒後継）人材の育成

を意識しつつ、大阪の就労支援・障害者雇用の実状を直視し、その実際の支援ニーズを見極め、丁寧に対応していきたいと考えています。
　
この数年間にわたって、奥脇代表理事のリーダーシップのもと、法人の財政面の健全化に一定の成果を得ることができました。これからは組織の人材面においても、より開かれた、より中長期的な視点に立った運営に意識的に取り組み、当法人の様々な活動に関わって協力していただける方をお一人ずつ増やしていき、それがひいては大阪の障害者雇用のすそ野の広がりにつながっていくことを目指していきます。
　
会員のみなさまの、これまで以上の積極的、かつ主体的なご参画を心より期待しております。
　みんなで大阪の障害者雇用のすそ野を広げていきましょう。
＜活動指針＞

働きたい、働く体験がしたい、働き続けたい障がいのある人に対し、
・相談窓口を作ります（気軽に相談できるところ場所づくり）
・サポートする、多様な人たちの関わりを作ります（ネットワークづくり）
・サポートする、多様な人たちへの講演会、実践事例報告、ノウハウ共有をおこないます

（セミナー・講演会などによる啓発）
２０２５年度事業計画（案）
１．連携事業部　事業計画（案）
《執行方針》
毎年「障害者雇用支援月間」である９月に行う「障がい者雇用フォーラム」を関係団体（連合大阪、全重協、同友会、大阪労働局、大阪府商工労働部、大阪府福祉部、ＮＰＯ）や事業部と連携し、障がい者雇用を包含した社会課題や時事問題に焦点を充てたフォーラムを企画・開催する。これらの取り組みを社会に発信するとともに多様な団体がさらに連携を深めるきっかけづくりとする。
《事業項目》
（１）障がいのある人の雇用・就労支援のためのフォーラム
〔事 業 名〕2025 障がい者雇用フォーラム in 大阪
〔内　　容〕　連合大阪・大阪府・関西経済連合会などと連携し、障がいのある人の雇用と就労の促進を目的とした障がい者雇用フォーラムを開く。
〔実施場所〕　未定
〔実施日時〕　２０２５年９月下旬
〔事業の対象者〕　一般企業・労働組合・厚生労働行政などの関係者および希望者
〔参加費〕　無料
〔募集定員〕　２００人（予定）　　
（２）働きたい、働く体験がしたい、働き続けたい障がいのある人を応援する多様な人たちの関わり作　　　
　　　り
〔事 業 名〕　諸団体連携事業
〔内　　容〕　諸団体との会合を行い、障がい者雇用支援と併せて地域での社会課題を含めた行政への政策・制度要望などの取り組みを展開する。
〔事業の対象者〕　諸団体
（３）「はたらく障がい者なんでも相談センターキャンペーン」の実施
〔事 業 名〕「はたらく障がい者なんでも相談センターキャンペーン
　　　　　　　　　　　　　～はたらく障がい者の困り事を解決します～」　　
〔内　　容〕　大阪障害者雇用支援ネットワークの事業として実施している「はたらく障がい者なんでも相談センター」をより広く知っていただくため、相談対応キャンペーン期間を設けて広く告知することによって、日常的な取り組みの認知度を高めることにつなげる。
〔実施日時〕　２０２５年９月に４～６日程度（予定）
〔実施場所〕　大阪障害者雇用支援ネットワーク 事務所
〔事業の対象者〕はたらく障がい者、はたらく意欲のある障がい者とその家族、および障がい者を雇用する事業主など
〔相談体制〕　認定ＮＰＯ大阪障害者雇用支援ネットワーク相談員等
〔周知方法〕　・チラシの作成と連合大阪の街頭行動での周知
　　　　　　　・インターネットでの広告配信など
２．相談事業部　事業計画（案）
《執行方針》
２０１７（平成２９）年６月に開設した『はたらく障がい者なんでも相談センター』も今年度で8年を迎えることになる。開設以来「働きたいけど働けない」「職場で不合理な扱いを受けている」「相談したいが相談する場所を知らない」等々、はたらくことや将来の不安を訴える多様な相談が寄せられた。２０２４年度については障がいのあるご本人を中心に、例年の3倍の相談数があり６０件の対応を行った。
２０２５年度も引き続き『本人の声に耳を傾ける』といった基本姿勢を軸に、学生などこれから企業就労を検討されている方々については、教育事業部の『支援を要する学生インターンシップ』『個別カウンセリング』へと繋ぐなど、本人とその家族が、企業で働くことへの夢や希望、その実現へ向けての挑戦（チャレンジ精神）に寄り添い続けることができる相談支援を実践する。また企業就労や障がい福祉サービスの利用はされているが、不合理な扱いを受けているといった悩みのある方々に対しては、その方が住まう地域にある障がい者就業・生活支援センターを中心に、様々な就労支援機関の情報提供と繋ぐことを目指したい。
そして、毎年９月の障害者雇用支援月間に実施している『はたらく障がい者なんでも相談キャンペーン』についても連合大阪との共催事業として具体的に企画を進める。
今後も多様な支援機関と連携を深めながら、障がいのある方々の権利擁護と雇用促進の環境づくりに貢献できる役割を果たすことができる相談支援事業を展開する。
《事業項目》
相談事業の運営
〔事 業 名〕「はたらく障がい者なんでも相談センター」
〔内　　容〕
障がいのある方々をはじめ、その家族や雇用企業、支援機関、教育機関等々から就業生活を中心とした、生活も含めた相談支援を実施する。
〔実施場所〕

大阪障害者雇用支援ネットワーク事務所ならび、相談員が所属する事業所
〔相談方法〕
相談受付については大阪障害者雇用支援ネットワーク事務所で行い、その相談内容によっては
ネットワーク理事や会員（就労支援従事者、生活新従事者、相談支援従事者等）へ相談対応を依頼
する。なお相談対応については電話、メール、対面等、相談内容によって柔軟に行いたい。
〔相談日時〕 
原則、月曜日～金曜日の平日、９時～１７時までの受付と相談対応とする。

〔事業の対象〕
障がいのある人とその家族、雇用企業、支援・教育機関ほか
〔周知方法〕
ホームページ周知（ただし連語大阪との『はたらく障がい者なんでも相談キャンペーン』については、別途方法を検討する。
〔相談費用〕
無料
３．研修事業部　事業計画（案）

《執行方針》

研修事業部では、送り出す側の支援機関や雇用側である企業で支援を行うジョブコーチの養成研修など様々な就業の課題に対応した研修を開催する。
人材育成は就労支援において喫緊の課題であり、本人、企業、支援者の人材育成のさまざまな研修を実施するとともに、相談体制の整備やネットワークづくりを進めていく。
《事業項目》

（１）ジョブコーチ養成研修
　　障害者雇用率の引き上げとともに多くの障がいのある人が雇用され、職場適応支援や環境調整のニーズは高まっており、大阪においては訪問型・企業在籍型を合わせたジョブコーチの助成金稼働は47都道府県の中で最も多く、特に訪問型職場適応援助者の稼働が活発な状況にある。
今年度から就労支援を担う人材育成のための研修体系が大きく変更となり、ジョブコーチ、就業・生活支援センターのワーカー、就労系福祉サービス事業所の支援員を対象として横断的に基礎的知識・スキルを付与する研修（基礎的研修）が開始されることとなったことに伴い、職場適応援助者養成研修の内容についても更新されることとなっており、現場の実情に応じた研修内容にシフトをしていく。また、職場適応援助者養成研修実施機関は基礎的研修を実施可能となっていることから、基礎的研修の開催についても状況をみながら開催することとする。職場適応援助者養成研修、基礎的研修、いずれもオンラインによる研修を効果的に活用しながら定期的に研修を開催するとともに、地域ネット事業部や企業ネット事業部とも連携しながら受講修了者や職場適応援助者として活動している人のネットワークを構築し、また他の研修機関との情報交換を行いながら事業部の活動を進めていくものとする。
１－１　障がいのある人の雇用と就労の推進に関する講習会の開催

〔事業名〕職場適応援助者養成研修の開催（大阪版）

ジョブ・メイト／ジョブ・コンダクター養成事業（大阪）

〔内　　容〕雇用の拡大に伴い、定着支援や適応支援のニーズは引き続き高く、訪問型及び企業在籍型職場適応援助者の養成研修を実施する。

　〔実施場所〕エル・おおさか、オンライン、他
　〔定　　員〕第１回　７月　訪問型２５名、企業在籍型２５名
　第２回　11月　訪問型２５名、企業在籍型２５名

〔実施日時〕第１回　オンライン　令和7年　７月　7日（月）、8日（火）
エル・おおさか、他　　７月10日（水）、11日（木）、18日（金）
　　　　　　　　　　企業実習　　　　　　　７月17日（木）
　　　　　　第２回　オンライン　令和７年　11月10日（月）、11日（火）
エル・おおさか、他　　11月13日（木）、14日（金）、21日（金）
　　　　　　　　　　企業実習　　　　　　　11月20日（木）
　　　　　　※基礎的研修については状況をみながら年度後半に開催を検討する
〔受講料〕　５６，０００円／１人
１－２　職場適応援助者養成研修修了者のフォローアップ体制の構築
〔事業名〕アドバンスト研修の開催
〔内　　容〕最新のジョブコーチに関連する制度や就労支援に関する資格の動向について知るとともに、直面している課題等についてグループに分かれて意見交換を行う
　〔実施場所〕エル・おおさか
〔定　　員〕５０名

〔実施日時〕２０２６年２月２７日（金）（予定）
〔参加費〕　５，０００円／１人
１－３　職場適応援助者のネットワークの構築
１－３－１
〔事業名〕職場適応援助者の情報交換、交流の場の確保
〔内　　容〕都道府県別の職場適応援助者活動状況をみると、活動人数、助成金支給件数ともに大阪は全国の中でいちばん多い現状にあるが、地域の中での横のつながりは限定的な状況にある。当法人以外の養成研修修了者も含め、現に稼働中の職場適応援助者が情報交換できる場を設ける
〔実施場所〕エル・おおさか
〔対　　象〕職場適応援助者（訪問型、企業在籍型）として稼働している者
〔実施日時〕年に1回程度
〔参加費〕　無料
１－３－２
〔事業名〕全国ジョブコーチ連絡協議会への参画
〔内　　容〕民間の職場適応援助者養成研修機関である7団体で養成研修や職場適応援助者（ジョブコーチ）のよりよい制度のあり方について意見交換を行い、提言をおこなっていく。
　　　　　　また、合同でのフォローアップ研修において修了生の事例報告を行う。
〔会議名称〕全国ジョブコーチ連絡協議会地域交流会議・合同フォローアップ研修
〔実施場所〕オンライン及び現地
〔実施日時〕２０２６年1月２４日（土）・２５日（日）
〔参加費〕　年会費　30,000円
４．教育事業部　事業計画（案）
《執行方針》

２０２５年度は日本郵便の年賀寄付金助成を受け、２００８年より実施してきた「支援を要する学生のインターンシップ事業」を実施する。今年度の成果目標としては、①支援を要する学生（生徒）が学校在籍中からインターンシップを体験することにより、卒後の進路選択をスムーズに行うことができるようになる②個別カウンセリングを通じて様々なメニューを選択し進路選択の可能性を広げる③大学や高校等の教育機関が企業や家族等と繋がり、障害者雇用等を含めた対応力をつける。また、義務教育の段階から将来を見据えた教育が可能となるよう小中学校等の教員に向けたキャリア教育を行う。
具体的には、大阪府専修学校各種学校連合会や大学・高等学校関係者等と連携し、支援を要する学生・生徒及び教職員や家族に向けた研修を実施する。義務教育の段階からのキャリア教育としては、大阪市インクルーシブ教育推進室と連携し、教職員や保護者に向けた就労支援施設（福祉サービス等）の見学等を行う。さらに、障がい児者に関わる機関への出前講座を通じ、多くの学生が就労の機会に参加できることを目指す。
これらの取り組みを通じ、学童期から成人期までライフサイクルに応じた職業教育を受けることが可能な支援体制を構築していく。
《事業項目》

（１）　支援を要する学生（生徒）インターンシップ

〔事業名〕学生インターンシップ研修
〔内　　容〕支援を要する学生・生徒のための就職準備研修と企業体験

１－１：就活準備セミナー
　　 （Ａ）体験型企業見学会
本人・学校教職員・家族対象に先進的な企業を視察するとともに、業務体験を通じた職業的志向分野の確認につなげる。
受講定員：６～１０名/回

対　　象：支援を要する学生（生徒）、教職員、支援者、家族
方　　法：リアル（視察研修＆簡易体験）
参加費：無料
〇1回目
　日　　時：２０２５年９月頃

場　　所：エルアイ武田㈱
〇２回目

日　　時：２０２５年１２月頃　

場　　所：㈱ニッセイ・ニュークリエーション
〇３回目
日　　時：２０２６年２月頃　

場　　所：㈱ダイキンサンライズ摂津
（B）就労準備講座
履歴書・自己PR書の記載、面接対策、作業体験、スキルチェック等を通じて、職業的思考や適性、面接の対策を行う
日　　程：２０２５年　５月～
場　　所：会場（リアル）参加かon-line参加を選択

　　　　　会場は、大阪市職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、大阪市職業指導センター、サテライト・オフィス平野、ネクストステージエイブル

受講定員：１５名

対　　象：支援を要する学生（生徒）

参加費：無料
１－２　支援を要する学生インターンシップ

（A）学生インターンシップ面談・面接会（登録会）
企業体験（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）の登録と説明および個別面談

日　　時：２０２５年　７月２８日（月）午後

場　　所：大阪私学会館301・302・303号室
方　　法：個別で面談（説明と面談）　

定　　員：学生１５名程度並びに付添
対　　象：支援を要する学生・生徒と家族・教職員
登録会：無料

(B)学生インターンシップ

１～５日間の企業体験（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）

日　　時：２０２５年８月～

場　　所：経験豊富な企業（面談結果でﾏｯﾁﾝｸﾞ）

参加定員：３０名

対　　象：支援を要する学生（既卒者含む）・生徒（高校生以上）

参加費用：登録料１人１０００円徴収
（２）　伴走型支援の構築
〔事 業 名〕個別カウンセリング
〔内　　容〕相談事業部と連動させ、学生インターンシップに参加する学生・生徒・保護者や学校教職員に対して専門の相談窓口を開設し、カウンセリングを実施する（週１回学生専用窓口開設）。各学生・生徒には「個別カウンセリング」を軸にインターンシップ終了後も伴走型支援を施行する。必要に応じて手話通訳等外部の専門家の協力を仰ぐ
［開設日時］火曜日午前中（応相談）

［対　　応］相談支援専門員・精神保健福祉士・社会福祉士・公認心理師等経験豊富な人材

［場　　所］当NPO事務所・会場・能力開発施設など

［目　　標］4０件
（３）　教育機関・保護者等が企業就労を身近に捉える活動
〔事業名〕教育・保護者等への職業教育の普及
［内　　容］就労支援に関する知識やノウハウの少ない教育機関や障がい児者に関わる機関・保護者等に対し、企業をより身近に感じてもらえるよう企業との懇談会や就労支援の現状や進め方などの研修を行う。
３－１　学校・保護者と企業をつなぐ懇談会
［内　　容］障がいのある人の雇用管理の経験豊富な会社７社程度と学校・家族との懇談会。学校・保護者はグループワーク形式で質問事項等をまとめ、各企業との意見交換を行うことにより、企業就労をより身近に捉えるきっかけづくりを目的とする

［実施日時］２０２５年６月３０日（月）午後
［実施場所］大阪私学会館301・302・303号室
［方　　法］リアル型式

［対象者］学校ｷｬﾘｱ進路担当者、家族、その他

［活動概要］予定参加者数　4０名程度

［参加費］無料
　　　

３－２　就労支援の基礎知識(出前研修)
［内　　容］就労支援に関する知識やノウハウの少ない教育機関や障がい児者に関わる機関に出向き、就労支援の現状や進め方など基礎知識の研修を実施する。

［実施場所］依頼先学校（一般高校・専修学校・短大・大学、障害児者に関わる機関等）
［実施目標］2校　

［実施日時］依頼日

［対　　象］学校教職員、障がい児者に関わる機関
３－３　義務教育からのキャリア教育
［内　　容］大阪市インクルーシブ教育推進室と連携し、教職員や保護者に向けた就労支援施設（福祉サービス等）の見学や就労支援の現状や進め方など基礎知識の研修を行い、将来を見据えた職業教育の推進を目的とする。

［受講定員］５０名

［対　　象］小中学校支援学級在籍保護者、教職員

［日　　時］２０２５年１０月頃　

［場　　所］大阪府内の就労準備施設（福祉サービス等）
［方　　法］リアルとオンライン（視察研修＆利用者との意見交換）

［参加費］無料

５．企業ネット事業部　事業計画（案）
《執行方針》
２０２４年度は、幹事企業の皆様の協力のおかげで、ほぼ予定通りの開催を行うことが出来た。新しい試みとして、障害者就労支援交流会にて精神科医で大阪精神障害者就労支援ネットワーク理事長に講演をお願いし好評であった。ただ、このイベントの狙いの一つであった企業と福祉の支援関係者の交流については、企業からは多数の方に参加して頂いたが福祉側からの参加者が少なく、募集方法を考え直す必要を感じた。これらの事を考慮し、２０２５年度は、福祉関係の方にもより多く参加して頂けるようなイベントとその周知の方法を考えたいと思う。
《事業項目》

（１）就労支援、定着支援に携わっている方々（就労系福祉事業所、企業の支援担当、学校関係等）を対象に、参加者相互の交流を図る場を設けたいと思う。

〔事 業 名〕　障害者就労支援交流会
〔内　　容〕　リアル開催：見学する企業に集合して、職場見学と質疑応答、グループディスカッションで交流を図る
〔参加人数〕　参加人数：リアル方式；３０人程度
〔実施日時〕　１０月、１２月
〔実施場所〕　大阪府下の障害者雇用企業

〔参加者の対象〕障害者雇用企業および雇用予定企業の支援者、就労移行支援、就ポツ、
学校関係者他

　　　　　　　　　配布先）

　　　　　　　　　・全障協近畿ブロック会員企業

　　　　　　　　　・大阪障害者雇用支援ネットワーク会員
　　　　　　　　　・ジョブコーチ研修受講者

　　　　　　　　　・就労支援機関、各就業・生活支援センター等
　　　　　　　　　・ＥＳネットワークのホームページ
〔参加費〕  　無料

（２）企業の新人幹部に関西での障害者雇用に関する情報提供の場を設ける
〔事 業 名〕　企業の新人幹部研修会　（リアル開催）
〔内　　容〕　障がい者の就業についての基礎知識、就業訓練・障害者雇用企業の現状等
〔実施場所〕　大阪市職業リハビリテーションセンター（１日目）、幹事会企業（２回目）
〔実施日時〕　１日目：７月（大阪市職業リハビリテーションセンター） 9:00～16:30
２日目：８月（ニッセイ・ニュークリエーション） 9:30～16:45

〔対象者、人数〕　障がい者を雇用する企業で、親会社からの出向等で新しく幹部になられた方、
１５人程度
〔参加費〕　　２０，０００円
（３）障害者リーダー交流会の開催
〔事 業 名〕　障がい者リーダー交流会
〔内　　容〕　企業で働く障がい者の管理監督職・リーダー層等を対象に、職場見学と企業説明の後、参加者間での交流を図る。
　対象：管理職候補の主任やチームリーダークラスの障がい者社員
〔参加人数〕  ２０人程度　
〔実施場所〕　全障協会員企業

〔実施日時〕　１月　　１４：００～１７：３０

〔対象者〕　　企業で働く障がい者で、管理監督職・リーダー層の方
〔参加費〕  　無料
（４）ＥＳネットワーク活動の推進と、障害者雇用関係の情報交換を行う会議の開催

〔事 業 名〕　ＥＳネットワーク幹事会議

〔内　　容〕　企業ネット事業部の各イベント運営と結果についての検討、意見交換。

　　　　　　　障害者雇用関係の情報交換

〔実施場所〕  幹事企業の会議室

〔実施日時〕  年４回開催（６月、８月、１１月、２月）

〔事業の対象〕ＥＳネットワーク幹事企業

〔幹事企業〕　シャープ特選工業(株)、(株)スミセイハーモニー、パナソニックエコシステム共栄(株)、

コクヨＫハート(株)、パナソニック交野(株)、ハスウあいファクトリー(株)

(株)ニッセイ・ニュークリエーション、(株)ダイキンサンライズ摂津

出席事務局：ESネットワーク代表、事業部長、担当理事
６．地域ネット事業部　事業計画（案）
《執行方針》
大阪府内の就労系を中心とした障害福祉サービス事業所のスタッフに対しての実践的な研修提供や、マ
ッチング支援、職場体験受入支援など多層的な事業展開を通じて、地域全体での障害者雇用・定着支
援体制の底上げを図る。障害者就業・生活支援センター、計画相談支援事業所、教育機関、ハローワー
ク等の行政・支援機関と緊密に連携し、地域連携と中小企業への浸透を強化する。
《事業項目》
（１）就労移行等連携調整事業
〔事 業 名〕 就労移行等連携調整事業
〔事業内容〕　令和７年１０月より就労選択支援事業が開始する事を踏まえ、地域の支援機関等の幅広い領域の社会資源の地域連携の実践するために研修を行うと共に、就労選択支援のモデルを実施し報告会を実施する。
 〔スケジュール〕①就労選択支援の理解を深めるための研修の企画・実施
　　　　　　　　　 内容　大阪府内の就労支援に携わる者を対象として、就労選択支援が創設された経緯と目的、サービスの流れ等、制度の理解を深める内容を動画配信する。
　　　　　　　　 ②就労選択支援のモデル実施
　　　　　　　　　 内容　府内の地域において作業場面を活用したアセスメントや多機関連携によるケース会議の開催等、就労選択を試行的に実施し、ノウハウや課題を把握・分析する。
　　　　　　　　 ③モデル事業の報告会の企画・実施
　　　　　　　　　 内容　大阪府内の就労支援に携わる者を対象として、モデル実施を通じて得られた効果や課題の報告を会場及び動画配信する。
（２）精神・発達障がい者等理解促進・職場定着支援事業
〔事 業 名〕 精神・発達障がい者等理解促進・職場定着支援事業
〔事業内容〕　障がい者の法定雇用率引き上げ（2.5%→2.7%）や短時間労働者の算定対象化等、制度改
正を受けた就労支援強化事業。精神・発達障がい者を対象に、雇用創出と職場定着を目
的とする3事業を展開する。

〔事業内容〕

【A】事例集の作成事業

 　　　　　中小企業における特定短時間雇用や在宅ワーク等の働き方の事例を収集・冊子化

（10社以上、A5判、1,000部）。

【B】人事担当者向けアドバンス研修事業

講義形式＋体験型の2段階研修を4回実施。

精神・発達障がい者と共に働く体験を通じ、事業主・職場内理解を促進

（70名以上修了目標）。

【C】職場体験マッチング支援事業

マッチング会を年2回開催（出展企業：各30社以上、参加者各200名以上参加）。
説明会（企業向け4回、支援機関向け2回）と職場体験支援を通じて150人以上の
体験機会を提供。

７．広報事業部　事業計画（案）
《執行方針》
当法人では、事業内容や活動の状況を広く発信し、多くの方に関心を持っていただくことで、共感と信頼を深め、支援の輪をさらに広げていくことを目指し広報体制の強化に取り組む。

各事業部の活動を通じて、既存の会員との関係をより深めるとともに、新たな会員の参加を促進し、法人としての社会的な認知度の向上を高めるためホームページや案内リーフレットなどの広報ツールを積極的に活用し、会員や関係者の皆さまへの情報発信・啓発活動を進めることで、活動のさらなる充実を図る。

《事業項目》
（１）「ホームページ」での発信
〔内　　容〕当法人では、ホームページを通じて事業内容や活動状況を発信し、より多くの市民の皆さまに関心を持っていただけるよう努める。

当法人主催のイベント情報に加え、関係団体が開催するイベント情報も掲載し、地域全体のつながりと参加の機会を広げていく。また、会員向けページの企画を検討するとともにホームページの内容は適宜更新し、最新の情報を正確にお届けできるよう体制を整えていく。
〔実施日時〕通年
〔事業の対象者〕一般
（２）機関誌「ＦＯＲＷＡＲＤ」の発行
〔内　　容〕障がいのある人の雇用と就労の推進に関する会員向け会報を年２～３回発行
〔事業の対象者〕会員・賛助会員・例会、市民講座などの参加者
〔発行部数〕３５０部／１回
（３）広報内容と運営体制の強化
〔内　　容〕広報活動の充実を図るため、ホームページでの活動紹介や最新情報の掲載、機関紙『FORWARD』の定期発行に加え、Instagram、Facebook、X（旧Twitter）などのSNSを活用し、幅広い層への情報発信を進めていく。そのためには、発信内容の充実とあわせて、広報を担う運営体制の見直しと強化を行い、継続的かつ効果的な情報発信に取り組むことで、発信力・伝達力の向上を目指す。
８．事務局　事業計画（案）
《執行方針》
２０２４年度は会計ソフトや税理士の変更など、事務局体制の整備に向けての作業を進め、インボイス事業者として初めての確定申告を行った。
２０２５年度は会員管理システムの再構築を目指す。
《事業項目》
（１）障がいのある人の雇用と就労の推進に関する会議、講習会の開催
〔事業名〕定例会開催
〔内　容〕会員が直面している問題や日々感じていることをテーマとして取り上げ、会員や会員が参
画する団体・事業所の問題意識に対応した会を開催する。会員や参画事業所同志の活発
な意見交換により、お互いの情報共有が図られ、何らかの解決の視点が得られるような、
参加者がより主体的に参加できる研修会になるよう企画する。今期より、定例会の企画を
各事業部に割り振り、テーマを決めて運営する。また、定例会後に交流会（希望者のみ・
有料）を開催する。

〔実施場所〕連合大阪会議室・大阪市職業リハビリテーションセンター他
〔実施日時〕下記　午後２時～５時
〔対象者〕当ネットワーク会員及び関係者
〔開催日と担当事業部〕　　　
　　第１回　　　７月２６日（土）　　担当：相談事業部・教育事業部
第２回　　　１０月２５日（土）　担当：研修事業部
　　　第３回　　　１２月２０日（土）  担当：企業ネット事業部　忘年会
　　　第４回　　　２０２６年２月２８日（土）　担当：地域ネット事業部・広報事業部　　
〔参加費〕　無料
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